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第第４４章章  

 

計計画画のの推推進進  

 

 

 

 

 

１ 推進体制 

２ 進行管理 

３ 財政上の措置 

４ 計画の見直し 
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 環境基本計画の基本目標を実現するためには、この計画が着実かつ効果的に実施されるような仕組み

や体制を整備するとともに、計画の進行管理を適切に行い、実効性を確保することが重要です。 

 このため、県の体制や、すべての主体の参加を促進するための体制を整備し、適切な進行管理等を行

い、計画の推進を図ります。 

 

 

１ 推進体制                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 この計画で示した環境の保全に関する施策の総合的、効果的な推進等のため、関係課からなる

「環境マネジメントシステム推進委員会(仮称)」（以下、「ＥＭＳ推進委員会」という。）を設置し、

実施状況の点検、情報交換、調整等の機能の充実を図ります。また、重要な課題等については政

策企画会議（知事主宰）で協議、調整を行います。 

 

 

 

 この計画を推進するためには、県民、事業者、行政のすべての主体が共通の認識のもとで、そ

れぞれの役割を果たしながら、お互いに連携・協力して環境保全活動に取り組む必要があります。 

 このため、個別計画等に基づく推進組織（島根県地球温暖化対策協議会、しまね循環型社会推

進会議等）や「ふれあい環境パートナーシップ」、また、環境保全活動に取り組む県民、事業者、

市町村によるネットワークを構築し、効果的かつ効率的な普及啓発、情報交換、意見交換等によ

り各主体の取組の活性化を図ります。 

 また、広域的な環境問題や本県単独で解決できない問題については、国や他の地方公共団体と

の連携や国際的な連携を図ります。 

県の体制 

すべての主体の参加 
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島根県環境審議会 

環境白書 環境政策課 
ホームページ マスコミ発表 

推進体制、進行管理体制イメージ図 

すべての主体の参加 

活動主体のネットワーク 

●環境保全活動の実践 
●実施状況の評価 
●普及啓発 
●情報交換 
●意見交換 

評 価 
提 言 

報 告 
庁内の体制 

政策企画会議 

ＥＭＳ推進委員会(仮称) 

個別計画の庁内推進組織 

●事業の実施 
●結果の把握 
●事業の評価 

〔例〕 
・島根県地球温暖化対策推進計画庁内推進会議 
・しまね循環型社会推進計画連絡調整会議 

評 価 
提 言 

報 告 

公 表 

〔構成員例〕 
・島根県地球温暖化対策協議会 
・しまね循環型社会推進会議 
・ふれあい環境パートナーシップ 
・ＮＰＯ法人 
・事業者 
・県民 
・市町村 
・（財）島根ふれあい環境財団２１ 

評 価 
提 言 

報 告 
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２ 進行管理                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県は、この計画に掲げた基本目標の実現のため平成 16年度から導入した行政評価システムの活

用、並びに環境マネジメントシステムの徹底を図り、施策の継続した推進を図ります。 

 なお、施策や事業の進行管理については、第３章の重点プロジェクトで掲げた数値目標の達成

状況や環境に関する現状把握を補完するために設定する環境指標の推移も活用します。 

 また、島根県環境審議会や各活動主体へ進捗状況等を公表し、評価や意見を求め、計画の推進

に反映させます。 

県…事業、取組の実施 

各主体…自主的、積極的な取組 

Do 

協働 

県…事業等の点検、評価 
   環境指標の把握 

公表、意見等の把握 

Check 
〔毎年度〕施策、事業の見直し 
       施策、事業の進め方の見直し 

Action 

次期基本計画への反映 
個別計画への反映 

〔平成 22 年度〕

Plan 

環境基本計画の策定 

〔毎年度〕 

継続的推進 

施策・事業の改善、推進 
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３ 財政上の措置                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の見直し                  
 

 

 

 

 

 

 この計画に掲げた施策を効果的に推進し、計画の実効性を図るため平成 10 年に創設した「しま

ね環境基金」を活用し、県民、事業者の自主的な環境保全活動を(財)島根ふれあい環境財団 21

を通じて支援するとともに、県、市町村が重点的に実施する環境保全施策の推進を図ります。 

 この計画は、平成 22 年度（2010 年度）までを計画期間としていますが、この間の社会経済情

勢の変化や環境に関する状況の変化等に柔軟かつ適切に対応するため、また、県政推進の基本指

針である島根県総合計画の計画期間が平成 19 年度までであることから、必要に応じて計画の見直

しを行います。 

しまね環境基金  

県民・事業者等が行う 

環境保全活動への支援 

県が行う 

重点プロジェクトの推進 

市町村が行う 

重点的取組への支援 

豊豊豊かかかななな環環環境境境ををを守守守りりり、、、    
はははぐぐぐくくくむむむ県県県民民民運運運動動動ののの展展展開開開  


